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免許番号　　内共第1号

漁場の位置　川辺郡猪名川町､川西市､伊丹市､尼崎市及び大阪府池田市地先　　'
(猪名川本支涜及び一席ダムにより拡張された水面)　　　　　i

漁場の区域1 A及びBを結んだ線からC及びDを結んだ線までの猪名川本流及び藻川の区域｡
ただし､ E及びFを結んだ線から下流の猪名川本流区域を除く0

2　C及びDを結んだ線から上流の区域
3　鎌倉川の区域
4柏原川の区域
5　槻並川本流の区域｡ただし､ N及びoを結んだ線から上淀の区域を除く｡
6　阿古谷川本流の区域.ただし､ L及びMを結んだ線から上流の区域を除く0
7原川本流の区域｡ただし､ J及びKを結んだ線から上流の区域を除く｡
8　野尻川本流の区域｡ただし､ H及びⅠを結んだ線から上流の区域を除く｡
9 ･一厘大路次川本支涜の区域と-庫ダムにより拡張された水面の区域.
ただし､ p及びQ､ R及びS､丁及びUを結んだ線から上流の区域を除く｡

'y

メ-▲■

点の位置'
A尼崎市瓦宮蔵掛宮園橋右岸上流基柱
B尼崎市東園田町4丁目宮園橋左岸上流基柱
C川辺郡猪名川町杉生字平井2番の1地先(猪名川本流における1級河川右岸上流端)
D川辺郡猪名川町杉生字-岩3番地先(猪名川本充における1級河川左岸上流端)
E伊丹市□酒井宝剣塔北端
F伊丹市森本樋門中央点
G兵庫県川西市矢問と大阪府池田市吉江の境界線と猪名川左岸との交点
H川辺郡猪名川町差組字才ノ本222番地先(野尻川における1級河川右岸上流端)
UlJ辺郡猪名川町広根字東山4番の2地先(野尻JJlにおける1級河川左岸上涜端)
J川辺郡猪名川町原川向74番地先の県道橋右岸下流基柱(原JHにおける1級河川右岸上流端)
K川辺郡猪名川町原川向74番地先の県道橋左岸下流基柱(原川における1級河Jlは岸上流端)
L川辺郡猪名川町大字上阿古谷字宮の脇281番の1地先の県道橋右岸下流基柱(阿古谷川における1級河川右岸上涜端)
tM川辺都猪名川町大字上阿古谷字宮の脇281番のl地先の県道橋左岸下流基柱(阿古谷川における1級河川左岸上流端)
N川辺都猪名川町槻並字広代6番の1地先(槻並川における1級河川右岸上流端)
0川辺郡猪名川町槻並字久保の奥30番の1地先(槻並川における1級河川左岸上涜端)
P兵庫県と大阪府の境界線と大路次川の右岸との交点
Q兵庫県と大阪府の境界線と大路次川の左岸との交点
R兵庫県と大阪府の境界線と田尻川の右岸との交点
S兵庫県と大阪府の境界線と田尻川の左岸との交点
丁兵庫県と大阪府の境界線と野間川の右岸との交点
U兵庫県と大阪府の境界線と野間川の左岸との交点
アGから229度10分の線と対岸との交点

平成25年9月1日免許 

内共第1号漁場 
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免許番号　　内共第2号

漁場の位置　西宮市､宝塚市､主田市､神戸市北区地先
(武庫川本支流)

漁場の区域　次の点Å及びBを結んだ線から上流の武庫川本支流の区域｡
ただし､青野川､山田川､波豆川､荒神川､天神川､天王寺川､仁川及び逆瀬Jlは､
C及びD､ E及びF､ G及びH､ Ⅰ及びJ､ K及び｣を結んだ線から上流の区域を除く｡

甲日HT町口之

:;.l:1''. lr.(. i'. J･

武橋右岸下流基柱
市常松1丁目甲武橋左岸下流基柱
市北区道場町塩田塩田道場橋右岸上流基柱
市北区道場町塩田塩田道場梧左岸上流基柱
市北区道場町神戸電鉄八多川橋梁右岸下流基柱
市北区道場町神戸電鉄八多川橋梁左岸下流基柱

捕輔弼濡榊原欄潤

市北区有野町唐橿唐櫨橋左岸上流基柱
i市北区有野町唐植唐桟橋右岸上流基柱

市北区有野町唐撞神戸電鉄水無川橋梁右岸下涜基柱
市北区有野町唐植神戸電鉄水無川橋梁左岸下涜基柱
.■_ 11▲ ■一･･F + EZ)7 rT･L I･-ユrコF T+⊥rS ･h■一一　∫　　山　l I-- ■≡I･･ i i

市広野広野橋右岸上流基柱
市広野広野橋左岸上流基柱

平成25年9月1日免許 

内共第2号漁場図 
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免許番号　　内共第3号

漁場の位置　三田市､篠山市及び宝塚市地先
(羽東川本支流)

漁場の区域　次の点A及びBを結んだ線から上流の羽束川本支流の
区域oただし､大阪府の区域を除くo

点の位置
A宝塚市波豆新大橋右岸下涜基柱
B宝塚市波豆新大橋左岸下流基柱
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内共第3号漁場図 
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免許番号　　内共第4号

漁喝の位置　加古川市､高砂市､加古郡稲美町､小野市､
加東市､三木市､多可郡､西脇市､加西市､

･　　罷許諜讐鼻施湖の水面)

.漁場の区域　次の点A及びBを結んだ線から上流の加古川本支
流の区域と東条湖の区域oただし､ C及びD､ E及び
ア､ F及びG､ H及びⅠ､ J及びィ､ K及びりを結んだ線

から上流の区域及び芥川並びに権現川を除く｡

点の位置

S

へが,QQQ

!Z I. ,!;-.;;.;, I(i. L., :I(.i it,.節.:L

ABCDE 州凧軒軒卸値軒 山陽染染市山志志

-≡-･ri.'!

暇醐鵬鵬脚翫

加
加

F

G

西

気鉄道加古川鉄橋左岸下流基柱
道加古川鉄橋右岸下流基柱

左岸下流基柱
岸下流基柱
の境界線と万願寺川支流下

拓耶　偲摘
摘縮刷　内内

.　■　】　ヽ

口西市下道山町木 #
.rlt z,. Li.i.

ノヽ ･ノ

r　-

J一　一一′

H加西市和泉町馬橋右岸下流基柱
Ⅰ加西市和泉町馬橋左岸下流基柱
J如来市と三田市の境界線と東条
川右岸との交点

K三木市美嚢川左岸堤防と志染川右岸
堤防との交点

アEから59度40分の線泉と対f
左岸)
線と対

岸との交点(万
寺か川か願

山射Kイ　･ウ

川支流下里JI
;.I. =州. =;;.izm,Ez:. rW

30分の 頂点蕊のと岸

交のと岸対と線 点(美嚢川右岸)
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内共第5号

姫路市､神崎郡及び朝来市地先
(市川本支流及び生野ダムにより拡張された水面)

次の点A及びアを結んだ線から上流の市川本支流の区域と
生野ダムにより拡張された水面の区域｡ただし､ B及びイを結
んだ線から上流C及びDを結んだ線までの市川本流の区域及
び黒川ダムえん堤から上流の区域並びに太田滝から上流の区
域を除く｡

点の位

精細鯨鵬帥
ABCDアイ 市郡和布舶

置脚剛脚脚榔

難鮒鮒
岸堤防と市川本流堤防との交点
野屋形用水路樋門中央点
〟.i... I(iMi-: IiiiJj

基基流流 柱柱左右

11hり一打mnu

岸岸

平成25年9月1日免許 

内共第5号漁場図 
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免許番号　　内共第6号

漁場の位置　姫路市地先
(夢前川本支涜及び菅生ダムにより拡張された水面)

漁場の区域　次の点A及びBを結んだ線から上流の夢前川本支流の区域と菅生ダムにより拡張された水面の区域

点の位置
A姫路市西日本旅客鉄道姫新線鉄橋左岸下流基柱
B姫路市西日本旅客鉄道姫新線鉄橋右岸下流基柱
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免許番号　　内共第7号

漁場の位置　姫路市網干区､余部区､たつの市､揖保郡及び宍粟市地先
(揖保川本支流及び引原ダム並びに安富ダムにより拡張された
水面)

漁場の区域　次の点A及びア並びにB及びC並びにD及びEを結んだ線から
上流の揖保川本支流の区域と引原ダム及び安富ダムにより
拡張された水面の区域

点の位置
A姫路市網干区余子浜字堀川12番地(揖保川本流と

網干川との分岐点左岸標柱)
Bたつの市御津町中川橋右岸下流基柱
C姫路市網干区中川橋左岸下流基柱
Dたつの市御津町元川橋右岸下流基柱
Eたつの市御津町元川橋左岸下流基柱
アAから257度の線と対岸との交点(揖保川本流右岸)
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免許番号　　内共第8号
漁場の位置　赤穂市､相生市､赤穂郡､佐用郡､宍粟市千種町

､同市山崎町及びたつの市新宮町地先
(千種川本支流及び安室ダム並びに長谷ダムにより拡
張された水面)

漁場の区域　次の点A及びBを結んだ線から上流の千種川本支流
の区域と安室ダム及び長谷ダムにより拡張された水面
の区域

点の位置
A赤穂市加里屋新赤穂大橋右岸下流基柱
B赤穂市加里屋新赤穂大橋左岸下流基柱

W#
1 :200,000
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免許番号　内共第9号

漁場の位置　丹波市地先
(竹田川本支涜及び大杉ダムにより拡張された水面)

漁場の区域　次の点A及びBを結んだ線から上流の竹田川本支流
の区域と大杉ダムにより拡張された水面の区域｡ただし､
C及びDから上流の区域を除く｡

点の位置
A兵庫県と京都府の境界線と竹田川右岸との交点
B兵庫県と京都府の境界線と竹田JJは岸との交点
C春日町三宝ダム軸から下涜100mの点(右岸)
D春日町三宝ダム軸から下流100mの点(左岸)
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免許番号　　内共第10号

漁場の位置　豊岡市､養父市及び朝来市地先
(円山川本支流)

)　漁場の位置　次の点A及びBを結んだ線から上流の円山川本支流の区域と楽々浦入江､

赤石入江及び豊岡市廃川の区域｡ただし､ C及びDを結んだ線から上流E
及びFを結んだ線までの区域を除く｡

点の位置
A豊岡市気比､港大橋右岸下流基柱
B豊岡市小島､港大橋左岸下流基柱
C朝来市多々良木宇和谷1201番地に設置した標柱(多々良木川右岸)L D朝来市多々良木字小倉736番地に設置した標柱(多々良和HZE岸)

E朝来市多々良木字灰原157番地の11に設置した標柱(多々良木川右岸)
F朝来市多々良木字灰原1 139番地の58に設置した標柱(多々良木川左岸)







免許番号　　内共第11号

漁場の位置　豊岡市竹野町地先(竹野川本支流)

漁場の区域　次の点A及びBを結んだ線から上流の竹野川本支流の区域
点の位置
A豊岡市竹野町竹野538番地の3竹野梧上流右岸の基柱
B豊岡市竹野町竹野599番地竹野橋上流左岸の基柱
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免許番号　　内共第1 2号

漁場の位置　美方郡香美町地先
(矢田川本支流の区域及び入江ダムにより拡張された水面)

漁場の区域　次の点A及びBを結んだ線から上流の矢田川本支流の区域と
入江ダムにより拡張された水面の区域

点の位置
A美方郡香美町香住区七日市矢田橋右岸下流基柱
B美方都香美町香住区矢田矢田橋左岸下流基柱







免許番号　　内共第13号

漁場の位置　美方郡新温泉町地先
(岸田川本支流)

漁場の区域　次の点A及びアを結んだ線から上流の岸田川本支流の区域
点の位置

A美方郡新温泉町浜坂岸田川右岸堤防北端(岸田JH右岸)
アAから235度40分の線と対岸との交点
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免許番号　　内共第14号

漁場の位置　豊岡市地先
(円山川本流)

漁場の位置次の点A及びBを結んだ線から上流のC及びDを結んだ線までの
円山川本流の区域

点の位置
A豊岡市気比､港大橋右岸下流基柱
B豊岡市小島､港大橋左岸下流基柱
C豊岡市今森､円山大橋右岸下流基柱
D豊岡市九日市､円山大橋左岸下流基柱

平成25年9月1日　免許

内共第14号漁場図







免許番号　　内共第15号

漁場の位置　高砂市地先(加古川本流)

漁場の位置　次の点A及びアを結んだ線から上流B及びCを結んだ線までの
加古川本淀の区域

点の位置
A高砂市高砂町向島公園東護岸南角の防波堤基部
B加古川市山陽電気鉄道鉄橋左岸下流基柱
C高砂市山陽電気鉄道鉄橋右岸下流基柱
アAから84度の線と対岸との交点(加古川左岸)

D豊岡市九日市､円山大橋左岸下流基柱

平成25年9月1日　免許

内共第15号漁場図
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免許番号　　内共第16号

漁場の位置　姫路市及びたつの市地先
(揖保川支流中川及び元川)

漁場の位置次の点A及びB並びにC及びDを結んだ線から上流のE及び
Fを結んだ線までの揖保川支流中川及び元川の区域

点の位置
Aたつの市御津町中川橋右岸下流基柱
B姫路市網干区中川橋左岸下涜基柱
･Cたつの市御津町元川橋右岸下流基柱

Dたつの市御津町元川橋左岸下流基柱
Eたつの市御津町中島横堰左岸
Fたつの市御津町中島様堰右岸

平成25年9月1日　免許

内共第1 6号漁場図







免許番号　　内共第17号

漁場の位置　赤穂市地先(千種川本流)

漁場の位置次の点A及びBを結んだ線から上流のC及びDを結んだ
線までの千種川本流の区域

点の位置
A赤穂市加里屋新赤穂大橋右岸下流基柱
B赤穂市加里屋新赤穂大橋左岸下流基柱
C赤穂市砂子潮止井堰右岸
D赤穂市南野中潮止井堰左岸

平成25年9月1日　免許

内共第1 7号漁場図
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